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「各種規定」改定のお知らせ

平素より西武信用金庫をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
2026年5月18日より、下記規定を改定いたしますので、お知らせします。

2026年5月11日　

１．改定する規定

記

普通預金規定 貯蓄預金規定 納税準備預金規定

総合口座取引規定 西武通知預金規定 定期預金共通規定

定期積金規定 定期預金共通規定（財形） 財形期日指定定期預金規定

財形住宅預金規定 財形年金預金規定 両替機専用カード規定

貸金庫規定（一般型） 貸金庫規定（自動型） ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用規定

西武ﾋﾞｼﾞﾈｽWebｻｰﾋﾞｽ利用規定 西武ﾌｧｰﾑﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ利用規定

西武信用金庫　普通預金規定　新旧対照表

改定後

下線部が変更箇所となります。

改定前

１．取扱店の範囲
　　この預金は、契約店のほか当金庫本支店のどこ
　　の店舗でも預入れまたは払戻しができます。

一部省略

７．届出事項の変更、通帳の再発行等
　　（１）この通帳や印章を失ったとき、または、印章、
　　　　名称、住所その他の届出事項に変更があった
　　　　ときは、直ちに当金庫所定の方法により当金　
　　　庫に届出てください。この届出の前、届出を　　
　　　行わなかったことによりに生じた損害につい　　
　　ては、当金庫は責任を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

１５．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出　　
　　　てください。また、預金者の補助人・保佐人・
　　　　後見人について、家庭裁判所の審判により、
　　　　補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に
　　　　契約店に届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略

１．取扱店の範囲
　　この預金は、当店のほか当金庫本支店のどこ
　　の店舗でも預入れまたは払戻しができます。

一部省略

７．届出事項の変更、通帳の再発行等
　　（１）この通帳や印章を失ったとき、または、印章、
　　　　名称、住所その他の届出事項に変更があった
　　　　ときは、直ちに書面によって当金庫に届出て　
　　　ください。この届出の前、届出を行わなかった　
　　　ことによりに生じた損害については、当金庫　　
　　　は責任を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

１５．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出　　
　　　てください。また、預金者の補助人・保佐人・
　　　　後見人について、家庭裁判所の審判により、
　　　　補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に
　　　　当店に届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略



西武信用金庫　納税準備預金規定　新旧対照表

改定後 改定前

西武信用金庫　貯蓄預金規定　新旧対照表
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改定後 改定前

下線部が変更箇所となります。

１．預金の目的、預入れ
　　この預金は、国税または地方税（以下（租税）とい
　　う。）納付の準備のためのもので、当金庫本支店　
　　でいつでも預入れができます。
　

一部省略

４．受入証券類の決済、不渡り
　　（１）証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の
　　　　経過後その決済を確認したうえでなければ、　
　　　　受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻し
　　　　はできません。その払戻しができる予定の日　
　　　　は、通帳の摘要欄に記載します。
　　（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金
　　　　になりません。この場合は直ちにその通知を届
　　　　出の住所宛に発信するとともに、その金額を　
　　　　納税準備預金元帳から引落し、その証券類は　
　　　　受入店で返却します。
　　（３）省略

一部省略

１．預金の目的、預入れ
　　この預金は、国税または地方税（以下（租税）とい
　　う。）納付の準備のためのもので、当店でいつで　
　　も預入れができます。

一部省略

４．受入証券類の決済、不渡り
　　（１）証券類は、当店で取立て、不渡返還時限の経
　　　　過後その決済を確認したうえでなければ、受　
　　　　入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しは
　　　　できません。その払戻しができる予定の日は、
　　　　通帳の摘要欄に記載します。
　　（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金
　　　　になりません。この場合は直ちにその通知を届
　　　　出の住所宛に発信するとともに、その金額を　
　　　　納税準備預金元帳から引落し、その証券類は　
　　　　当店で返却します。
　　（３）省略

一部省略

下線部が変更箇所となります。

１．取扱店の範囲
　　この預金は、契約店のほか当金庫本支店のどこの
　　店舗でも預入れまたは払戻しができます。

　　一部省略
　
８．届出事項の変更、通帳の再発行等
　　（１）通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称
　　　　、住所その他の届出事項に変更があったとき　
　　　　は、直ちに当金庫所定の方法により当金庫に  
　　　　届出てください。この届出の前に、届出を行わ
　　　　なかったことにより生じた損害については、当
　　　　金庫は責任を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

１６．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、預金者の補助人・保佐人・後見
　　　　人について、家庭裁判所の審判により、補助・
　　　　保佐・後見が開始されたときも、同様に契約店
　　　　に届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略

１．取扱店の範囲
　　この預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店
　　舗でも預入れまたは払戻しができます。

一部省略

８．届出事項の変更、通帳の再発行等
　　（１）通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称
　　　　、住所その他の届出事項に変更があったとき　
　　　　は、直ちに書面によって当店に届出てくださ　
　　　　い。この届出の前に、届出を行わなかったこと
　　　　により生じた損害については、当金庫は責任　
　　　　を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

１６．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、預金者の補助人・保佐人・後見
　　　　人について、家庭裁判所の審判により、補助・
　　　　保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に
　　　　届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略



西武信用金庫　総合口座取引規定　新旧対照表
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改定後 改定前

下線部が変更箇所となります。

一部省略
２．取扱店の範囲
　　（１）普通預金は、契約店のほか当金庫本支店のど
　　　　この店舗でも預入れまたは払戻し（当座貸越　
　　　　を利用した普通預金の払戻しを含みます。）が
　　　　できます。
　　（２）省略

一部省略

９．届出事項の変更、通帳の再発行等
　　（１）この通帳や印章を失ったとき、または印章、　
　　　　氏名、住所その他の届出事項に変更があった
　　　　ときは、直ちに当金庫所定の方法により当金　
　　　　庫に届出てください。この届出の前に、届出を
　　　　行わなかったことにより生じた損害について　
　　　　は、当金庫は責任を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

一部省略
２．取扱店の範囲
　　（１）普通預金は、当店のほか当金庫本支店のどこ
　　　　の店舗でも預入れまたは払戻し（当座貸越を　
　　　　利用した普通預金の払戻しを含みます。）がで
　　　　きます。
　　（２）省略

一部省略

９．届出事項の変更、通帳の再発行等
　　（１）この通帳や印章を失ったとき、または印章、　
　　　　氏名、住所その他の届出事項に変更があった
　　　　ときは、直ちに書面によって当金庫に届出て　
　　　　ください。この届出の前に、届出を行わなかっ
　　　　たことにより生じた損害については、当金庫は
　　　　責任を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

５．預金の払戻し
　　（１）省略
　　（２）この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻   
　　　　請求書に届出の印章（または署名）により記名
　　　　押印（または署名）してこの通帳とともに当金
　　　　庫に提出してください。
　　（３）租税納付のためにこの預金を払戻すときは、
　　　　同時に納付書、納税告知書、その他租税納付　
　　　　に必要な書類を提出してください。この場合、
　　　　当金庫は直ちに租税納付の手続をします。
　　（４）～（５）省略

一部省略

８．届出事項の変更、通帳の再発行
　　（１）この通帳や印章を失ったとき、または、印章、
　　　　名称、住所その他の届出事項に変更があった
　　　　ときは、直ちに当金庫所定の方法により当金　
　　　　庫に届出てください。この届出の前に、届出を
　　　　行わなかったことにより生じた損害について　
　　　　は、当金庫は責任を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

１６．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、預金者の補助人・保佐人・後見
　　　　人について、家庭裁判所の審判により、補助・
　　　　保佐・後見が開始されたときも、同様に契約店
　　　　に届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略

５．預金の払戻し
　　（１）省略
　　（２）この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻
　　　　請求書に届出の印章（または署名）により記名
　　　　押印（または署名）してこの通帳とともに当店
　　　　に提出してください。
　　（３）租税納付のためにこの預金を払戻すときは、
　　　　同時に納付書、納税告知書、その他租税納付　
　　　　に必要な書類を提出してください。この場合、
　　　　当店は直ちに租税納付の手続をします。
　　（４）～（５）省略

一部省略

８．届出事項の変更、通帳の再発行
　　（１）この通帳や印章を失ったとき、または、印章、
　　　　名称、住所その他の届出事項に変更があった
　　　　ときは、直ちに書面によって当店に届出てく　
　　　　ださい。この届出の前に、届出を行わなかった
　　　　ことにより生じた損害については、当金庫は　
　　　　責任を負いません。
（２）～（３）省略

一部省略

１６．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、預金者の補助人・保佐人・後見
　　　　人について、家庭裁判所の審判により、補助・
　　　　保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に
　　　　届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略



西武信用金庫　西武通知預金規定　新旧対照表
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改定後 改定前

下線部が変更箇所となります。

一部省略

２．証券類の受入れ
　　（１）省略
　　（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金
　　　　になりません。不渡りとなった証券類は、証書
　　　　と引換えに、受入店で返却します。

一部省略

５．預金の解約
　　（１）この預金を解約するときは、当金庫所定の解
　　　　約票に届出の印鑑により記名押印し、契約店　
　　　　に提出してください。
　　（２）～（５）省略

一部省略

７．届出事項の変更等
　　（１）証書や印章を失ったとき、または、印章、名称
　　　　、住所その他の届出事項に変更があったとき　
　　　　は、直ちに当金庫所定の方法により当金庫に　
　　　　届出てください。この届出の前に、届出を行わ
　　　　なかったことにより生じた損害については、当
　　　　金庫は責任を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

１１．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、預金者の補助人・保佐人・後見
　　　　人について、家庭裁判所の審判により、補助・
　　　　保佐・後見が開始されたときも、同様に契約店
　　　　に届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略

一部省略

２．証券類の受入れ
　　（１）省略
　　　　受入れた証券類が不渡りとなったときは預金
　　　　になりません。不渡りとなった証券類は、証書
　　　　と引換えに、当店で返却します。

一部省略

５．預金の解約
　　（１）この預金を解約するときは、当金庫所定の解
　　　　約票に届出の印鑑により記名押印し、当店に　
　　　　提出してください。
　　（２）～（５）省略

一部省略

７．届出事項の変更等
　　（１）証書や印章を失ったとき、または、印章、名称
　　　　、住所その他の届出事項に変更があったとき　
　　　　は、直ちに書面によって当店に届出てくださ　
　　　　い。この届出の前に、届出を行わなかったこと
　　　　により生じた損害については、当金庫は責任　
　　　　を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

１１．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、預金者の補助人・保佐人・後見
　　　　人について、家庭裁判所の審判により、補助・
　　　　保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に
　　　　届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略

下線部が変更箇所となります。

１８．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、預金者の補助人・保佐人・後見
　　　　人について、家庭裁判所の審判により、補助・
　　　　保佐・後見が開始されたときも、同様に契約店
　　　　に届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略

１８．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、預金者の補助人・保佐人・後見
　　　　人について、家庭裁判所の審判により、補助・
　　　　保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に
　　　　届出てください。
（２）～（５）省略

以下省略



西武信用金庫　定期預金共通規定　新旧対照表
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改定後 改定前

１．証券類の受入れ
　　（１）省略
　　（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金
　　　　になりません。不渡りとなった証券類は証書と
　　　　引換えに、または通帳の当該受入の記載を取
　　　　消したうえ受入店で返却します。

一部省略

５．届出事項の変更、証書等の再発行
　　（１）証書等や印章を失ったとき、または、印章、名
　　　　称、住所その他の届出事項に変更があったと　
　　　　きは、直ちに当金庫所定の方法により当金庫　
　　　　に届出てください。この届出の前に、届出を行
　　　　わなかったことにより生じた損害については、
　　　　当金庫は責任を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

９．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、預金者の補助人・保佐人・後見
　　　　人について、家庭裁判所の審判により、補助・
　　　　保佐・後見が開始されたときも、同様に契約店
　　　　に届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略

１．証券類の受入れ
　　（１）省略
　　（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金
　　　　になりません。不渡りとなった証券類は証書と
　　　　引換えに、または通帳の当該受入の記載を取
　　　　消したうえ当店で返却します。

一部省略

５．届出事項の変更、証書等の再発行
　　（１）証書等や印章を失ったとき、または、印章、名
　　　　称、住所その他の届出事項に変更があったと　
　　　　きは、直ちに書面によって当金庫に届出てく　
　　　　ださい。この届出の前に、届出を行わなかった
　　　　ことにより生じた損害については、当金庫は　
　　　　責任を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

９．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、預金者の補助人・保佐人・後見
　　　　人について、家庭裁判所の審判により、補助・
　　　　保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に
　　　　届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略

下線部が変更箇所となります。

西武信用金庫　定期積金規定　新旧対照表

改定後 改定前

１．掛金の払込み
　　（１）省略
　　（２）この積金は契約店のほか当金庫本支店のど　
　　　　この店舗の窓口でも払込みできます。

一部省略

１１．届出事項の変更、証書等の再発行等
　　（１）この証書等や印章を失ったとき、または印章
　　　　、名称、住所その他の届出事項に変更があった
　　　　ときは、直ちに当金庫所定の方法により当金　
　　　　庫に届出てください。この届出の前に、届出を
　　　　行わなかったことにより生じた損害について　
　　　　は、当金庫は責任を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

１．掛金の払込み
　　（１）省略
　　（２）この積金は当店のほか当金庫本支店のど　　
　　　　この店舗の窓口でも払込みできます。

一部省略

１１．届出事項の変更、証書等の再発行等
　　（１）証書等や印章を失ったとき、または印章、名　
　　　　称、住所その他の届出事項に変更があったと　
　　　　きは、直ちに書面によって当店に届出てくだ　
　　　　さい。この届出の前に、届出を行わなかったこ
　　　　とにより生じた損害については、当金庫は責　
　　　　任を負いません。
（２）～（３）省略

一部省略



6

下線部が変更箇所となります。

西武信用金庫　定期預金共通規定（財形）　新旧対照表

改定後 改定前

１．証券類の受入れ
　　（１）省略
　　（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金
　　　　になりません。不渡りとなった証券類は証書と
　　　　引換えに、または通帳の当該受入の記載を取
　　　　消したうえ受入店で返却します。

一部省略

５．届出事項の変更、証書等の再発行
　　（１）証書等や印章を失ったとき、または、印章、名
　　　　称、住所その他の届出事項に変更があったと　
　　　　きは、直ちに当金庫所定の方法により当金庫　
　　　　に届出てください。この届出の前に、届出を行
　　　　わなかったことにより生じた損害については、
　　　　当金庫は責任を負いません。
　　（２）～（３）省略

一部省略

９．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見　
　　　　が開始された場合には、直ちに書面によって　
　　　　成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出
　　　　てください。また、預金者の補助人・保佐人・後
　　　　見人について、家庭裁判所の審判により、補助
　　　　・保佐・後見が開始されたときも、同様に契約
　　　　店に届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略

１．証券類の受入れ
　　（１）省略
　　（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金
　　　　になりません。不渡りとなった証券類は証書と
　　　　引換えに、または通帳の当該受入の記載を取
　　　　消したうえ当店で返却します。

一部省略

５．届出事項の変更、証書等の再発行
　　（１）証書等や印章を失ったとき、または、印章、名
　　　　称、住所その他の届出事項に変更があったと　
　　　　きは、直ちに書面によって当金庫に届出てく　
　　　　ださい。この届出の前に、届出を行わなかった
　　　　ことにより生じた損害については、当金庫は　
　　　　責任を負いません。
（２）～（３）省略

一部省略

９．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、預金者の補助人・保佐人・後見
　　　　人について、家庭裁判所の審判により、補助・
　　　　保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に
　　　　届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略

１5．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が      
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、積金契約者の補助人・保佐人・
　　　　後見人について、家庭裁判所の審判により、補
　　　　助・保佐・後見が開始されたときも、同様に契
　　　　約店に届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略

１5．成年後見人等の届出
　　（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が
　　　　開始された場合には、直ちに書面によって成　
　　　　年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て
　　　　ください。また、積金契約者の補助人・保佐人・
　　　　後見人について、家庭裁判所の審判により、補
　　　　助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当
　　　　店に届出てください。
　　（２）～（５）省略

以下省略

下線部が変更箇所となります。
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西武信用金庫　財形期日指定定期預金規定　新旧対照表

改定後 改定前

一部省略

４．預金の支払時期等
　　（１）省略
　　（２）満期日は据置期間満了日から最長預入期限　
　　　　までの間の任意の日を指定することにより定
　　　　めることができます。満期日を指定する場合　
　　　　は、契約店に対してその１ヵ月前までに通知を
　　　　必要とします。なお、この預金の一部について
　　　　満期日を定める場合には、１万円以上の金額　
　　　　で指定してください。
　　（３）～（５）省略

一部省略

６．預金の解約書替継続
　　（１）この預金を解約または書替継続するときは、
　　　　当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により
　　　　記名押印して、この財産形成期日指定定期預　
　　　　金契約の証（以下「契約の証」という）とともに
　　　　契約店に提出してください。
　　（２）～（４）省略

７．届出事項の変更、契約の証の再発行等
　　（１）この契約の証や印章を失ったとき、または印
　　　　章、名称、住所その他の届出事項に変更があっ
　　　　たときは、直ちに当金庫所定の方法により当　
　　　　金庫に届出てください。この届出前に、届出　
　　　　を行わなかったことにより生じた損害につい　
　　　　ては、当金庫は責任を負いません。
　　（２）省略

以下省略

一部省略

４．預金の支払時期等
　　（１）省略
　　（２）満期日は据置期間満了日から最長預入期限　
　　　　までの間の任意の日を指定することにより定
　　　　めることができます。満期日を指定する場合　
　　　　は、当店に対してその１ヵ月前までに通知を必
　　　　要とします。なお、この預金の一部について満
　　　　期日を定める場合には、１万円以上の金額で　
　　　　指定してください。
　　（３）～（５）省略

一部省略

６．預金の解約書替継続
　　（１）この預金を解約または書替継続するときは、
　　　　当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により
　　　　記名押印して、この財産形成期日指定定期預　
　　　　金契約の証（以下「契約の証」という）とともに
　　　　当店に提出してください。
　　（２）～（４）省略

７．届出事項の変更、契約の証の再発行等
　　（１）この契約の証や印章を失ったとき、または印
　　　　章、名称、住所その他の届出事項に変更があっ
　　　　たときは、直ちに書面によって当店に届出て　
　　　　ください。この届出前に、届出を行わなかった
　　　　ことにより生じた損害については、当金庫は　
　　　　責任を負いません。
　　（２）省略

以下省略

下線部が変更箇所となります。

西武信用金庫　財形住宅預金規定　新旧対照表

改定後 改定前

一部省略
２. 預金の種類・継続方法等
　　（１）～（４）省略
　　（５）継続を停止するときは、最長預入期限までに
　　　　その旨を契約店に申出てください。

一部省略

４．預金の支払時期等
　　（１）省略
　　（２）満期日は据置期間満了日から最長預入期限　
　　　　までの間の任意の日を指定することにより定
　　　　めることができます。満期日を指定する場合　
　　　　は、契約店に対してその１ヵ月前までに通知を
　　　　必要とします。なお、この預金の一部について
　　　　満期日を定める場合には、１万円以上の金額　
　　　　で指定してください。
　　（３）～（４）省略

一部省略

一部省略
２. 預金の種類・継続方法等
　　（１）～（４）省略
　　（５）継続を停止するときは、最長預入期限までに
　　　　その旨を当店に申出てください。

一部省略

４．預金の支払時期等
　　（１）省略
　　（２）満期日は据置期間満了日から最長預入期限　
　　　　までの間の任意の日を指定することにより定
　　　　めることができます。満期日を指定する場合　
　　　　は、当店に対してその１ヵ月前までに通知を必
　　　　要とします。なお、この預金の一部について満
　　　　期日を定める場合には、１万円以上の金額で　
　　　　指定してください。
（３）～（４）省略

一部省略



西武信用金庫　財形年金預金規定　新旧対照表

8

改定後 改定前

下線部が変更箇所となります。

一部省略

５．預金の解約
　　（１）やむを得ない事由により、この預金を上記第
　　　　３条による支払方法によらずに解約する場合
　　　　は、この預金のすべてを解約することとし、当
　　　　金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記
　　　　名押印して、この財形年金預金契約の証（以下
　　　　「契約の証」という。）とともに契約店へ提出し
　　　　てください。
　　　　この場合、期日指定定期預金は満期日を指定
　　　　することはできません。
　　（２）省略

一部省略

８．最終預入日等の変更
　　最終預入日または支払開始日、もしくは支払回数
　　を変更するときは、最終預入日までに、当金庫所
　　定の書面によって契約店に申し出てください。た
　　だし、支払開始日を繰り上げる場合は変更後支払
　　開始日の１年３ヵ月前応当日までかつ最終預入日
　　までに、繰下げる場合は変更前支払開始日の１年
　　３ヵ月前応当日までかつ最終預入日までに申し出
　　てください。

９．支払開始日以後の支払回数の変更
　　支払開始日以後に、財形法施行令第１３条の４第
　　３項の規定等に基づき年金支払額を増額するた
　　めに支払回数を変更するときは、変更後の支払
　　日の３ヵ月前の応当日の前日までに、当金庫所定
　　の書面により契約店に申し出てください。ただし
　　この支払回数の変更は１回に限ります。また変更
　　により総支払回数が２１回未満となる場合には、

一部省略

５．預金の解約
　　（１）やむを得ない事由により、この預金を上記第
　　　　３条による支払方法によらずに解約する場合
　　　　は、この預金のすべてを解約することとし、当
　　　　金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記
　　　　名押印して、この財形年金預金契約の証（以下
　　　　「契約の証」という。）とともに当店へ提出して
　　　　ください。
　　　　この場合、期日指定定期預金は満期日を指定
　　　　することはできません。
　　（２）省略

一部省略

８．最終預入日等の変更
　　最終預入日または支払開始日、もしくは支払回数
　　を変更するときは、最終預入日までに、当金庫所
　　定の書面によって当店に申し出てください。ただ
　　し、支払開始日を繰り上げる場合は変更後支払開
　　始日の１年３ヵ月前応当日までかつ最終預入日ま
　　でに、繰下げる場合は変更前支払開始日の１年３
　　ヵ月前応当日までかつ最終預入日までに申し出　
　　てください。

９．支払開始日以後の支払回数の変更
　　支払開始日以後に、財形法施行令第１３条の４第
　　３項の規定等に基づき年金支払額を増額するた　
　　めに支払回数を変更するときは、変更後の支払　
　　日の３ヵ月前の応当日の前日までに、当金庫所定
　　の書面により当店に申し出てください。ただし、　
　　この支払回数の変更は１回に限ります。また変更
　　により総支払回数が２１回未満となる場合には、

、

６．預金の解約
　　（１）この預金を解約するときは、当金庫所定の払
　　　　戻請求書に届出の印章により記名押印して、　
　　　　この財形住宅預金契約の証（以下「契約の証」
　　　　といいます。）とともに契約店に提出してくだ
　　　　さい。
　　（２）省略

一部省略

８．届出事項の変更、契約の証の再発行等
　　（１）この契約の証や印章を失ったとき、または、 
    　　印章、氏名、住所その他の届出事項に変更が 
  　　　あったときは、直ちに当金庫所定の方法によ
　　　　り当金庫に届出てください。この届出の前に、
　　　　届出を行わなかったことにより生じた損害に　
　　　　ついては、当金庫は責任を負いません。
（２）省略

以下省略

６．預金の解約
　　（１）この預金を解約するときは、当金庫所定の払
　　　　戻請求書に届出の印章により記名押印して、　
　　　　この財形住宅預金契約の証（以下「契約の証」
　　　　といいます。）とともに当店に提出してくださ
　　　　い。
　　（２）省略

一部省略

８．届出事項の変更、契約の証の再発行等
　　（１）この契約の証や印章を失ったとき、または、
　　　　印章、氏名、住所その他の届出事項に変更が
　　　　あったときは、直ちに書面によって当店に届
　　　　出てください。この届出の前に、届出を行わな
　　　　かったことにより生じた損害については、当金
　　　　庫は責任を負いません。
（２）省略

以下省略



西武信用金庫　両替機専用カード規定　新旧対照表

9

改定後 改定前

下線部が変更箇所となります。

一部省略

７．届出事項
　　（１）次の場合は、直ちに当金庫所定の方法により
　　　　当金庫へお届けください。お届けを怠られた
　　　　めに生じた損害については、当金庫はその責　
　　　　を負いません。
　　　①カードの盗難、紛失、毀損の場合
　　　②氏名、住所その他の届出事項に変更があった
　　　　場合
　　（２）省略

以下省略

一部省略

７．届出事項
　　（１）次の場合は、直ちに書面によって当金庫へお
　　　　届けください。お届けを怠られために生じた　
　　　　損害については、当金庫はその責を負いませ　
　　　　ん。
　 　 ①カードの盗難、紛失、毀損の場合
　　　②氏名、住所その他の届出事項に変更があった
　　　　場合
　　（２）省略

以下省略

西武信用金庫　貸金庫規定（一般型）　新旧対照表

改定後 改定前

下線部が変更箇所となります。

一部省略

７．届出事項の変更等
　　（１）印章を失ったとき、または印章、名称、代表
　　　　者、代理人、住所その他の届出事項に変更が　
　　　　あったときは、直ちに当金庫所定の方法によ　
　　　　り当金庫に届出てください。この届出の前に、
　　　　届出を行わなかったことにより生じた損害に　
　　　　ついては、当金庫は責任を負いません。正鍵を
　　　　失ったときもしくは、毀損したときも同様とし
　　　　ます。
　　（２）省略

以下省略

一部省略

７．届出事項の変更等
　　（１）印章を失ったとき、または印章、名称、代表
　　　　者、代理人、住所その他の届出事項に変更が　
　　　　あったときは、直ちに書面によって当店に届　
　　　　出てください。この届出の前に、届出を行わな
　　　　かったことにより生じた損害については、当金
　　　　庫は責任を負いません。正鍵を失ったときもし
　　　　くは、毀損したときも同様とします。
　　（２）省略

以下省略

下線部が変更箇所となります。

変更することはできません。

１０．届出事項の変更、契約の証の再発行等
　　　(1)この契約の証や印章を失ったとき、または　
　　　　　印章、氏名、住所その他の届出事項に変更が
　　　　　あったときは、直ちに当金庫所定の方法によ
　　　　　り当金庫に届出てください。この届出前に、
　　　　　届出を行わなかったことにより生じた損害に
　　　　　ついては、当金庫は責任を負いません。
　　（２）省略

一部省略

１３．契約の有効期限
　　　この規定によりお預かりした預金の支払いが完
　　　了した場合は、この契約の証は無効となります
　　　ので直ちに契約店に返却してください。

変更することはできません。

１０．届出事項の変更、契約の証の再発行等
　　　(1)この契約の証や印章を失ったとき、または
　　　　　印章、氏名、住所その他の届出事項に変更が
　　　　　あったときは、直ちに書面によって当店に届
　　　　　出てください。この届出前に、届出を行わな
　　　　　かったことにより生じた損害については、当
　　　　　金庫は責任を負いません。
　　　（２）省略

一部省略

１３．契約の有効期限
　　この規定によりお預かりした預金の支払いが完　
　　了した場合は、この契約の証は無効となりますの
　　で直ちに当店に返却してください。
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改定後 改定前

一部省略

７．届出事項の変更等
　　（１）印章を失ったとき、または印章、名称、代表
　　　　者、代理人、住所その他の届出事項に変更が　
　　　　あったときは、直ちに当金庫所定の方法によ　
　　　　り当金庫に届出てください。この届出の前に、
　　　　届出を行わなかったことにより生じた損害に　
　　　　ついては、当金庫は責任を負いません。正鍵や
　　　　カードを失ったときもしくは、毀損したときも
　　　　同様とします。
　　（２）省略

以下省略

一部省略

７．届出事項の変更等
　　（１）印章を失ったとき、または印章、名称、代表
　　　　者、代理人、住所その他の届出事項に変更が　
　　　　あったときは、直ちに書面によって当店に届　
　　　　出てください。この届出の前に、届出を行わな
　　　　かったことにより生じた損害については、当金
　　　　庫は責任を負いません。正鍵やカードを失った
　　　　ときもしくは、毀損したときも同様とします。
　（２）省略

以下省略

西武信用金庫　インターネットバンキングサービス利用規定　新旧対照表

改定後 改定前

下線部が変更箇所となります。

一部省略

第１２条 届出事項の変更等
           預金口座などについてのお届出印、氏名、　
　　　　　 住所、電話番号、その他の届出事項に変更 
           があった場合には各種預金規定およびその 
           他の取引規定に従い、直ちに当金庫所定の 
           方法により当金庫に届出て下さい。この届 
           出前に生じた損害については、当金庫は責        
           任を負いません。　　　　　 

以下省略

一部省略

第１２条 届出事項の変更等
           預金口座などについてのお届出印、氏名、 
　　　　　 住所、電話番号、その他の届出事項に変更 
           があった場合には各種預金規定およびその
　　　　　 他の取引規定に従い、直ちに書面によって
           当金庫に届出て下さい。この届出前に生じ           
           た損害については、当金庫は責任を負いま   
           せん。

以下省略

西武信用金庫　西武ビジネスWebサービス利用規定　新旧対照表

改定後 改定前

下線部が変更箇所となります。

一部省略

第１３条　届出事項の変更など
　　　　　　預金口座などについてのお届出印、氏名・　
　　　　　　住所・電話番号・その他の届出事項に変更　
　　　　　　があった場合には、各種預金規定およびそ
　　　　　　の他の取引規定に従い、直ちに当金庫所定
　　　　　　の方法により当金庫に届出て下さい。この
　　　　　　届出前に生じた損害については、当金庫は
　　　　　　責任を負いません。　　　　　 

以下省略

一部省略

第１３条　届出事項の変更など
　　　　　　預金口座などについてのお届出印、氏名・
　　　　　　住所・電話番号・その他の届出事項に変更　
　　　　　　があった場合には、各種預金規定およびそ
　　　　　　の他の取引規定に従い、直ちに書面によっ
　　　　　　て当金庫に届出て下さい。この届出前に生
　　　　　　じた損害については、当金庫は責任を負い
　　　　　　ません。

以下省略

下線部が変更箇所となります。
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改定後 改定前

一部省略

第１３条　届出事項の変更など
　　　　　　預金口座などについてのお届出印、氏名・　
　　　　　　住所・電話番号・その他の届出事項に変更　
　　　　　　があった場合には、各種預金規定およびそ
　　　　　　の他の取引規定に従い、直ちに当金庫所定
　　　　　　の方法により当金庫に届出て下さい。この
　　　　　　届出前に生じた損害については、当金庫は
　　　　　　責任を負いません。

以下省略

一部省略

第１３条　届出事項の変更など
　　　　　　預金口座などについてのお届出印、氏名・　
　　　　　　住所・電話番号・その他の届出事項に変更　
　　　　　　があった場合には、各種預金規定およびそ
　　　　　　の他の取引規定に従い、直ちに書面によっ
　　　　　　て当金庫に届出て下さい。この届出前に生
　　　　　　じた損害については、当金庫は責任を負い
　　　　　　ません。

以下省略

下線部が変更箇所となります。

3．改定日

2026年5月18日

以上
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